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公布された条例等のあらまし

（規則第40号）◇島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

⑴ 課税地を別に指定し、又は課税地を変更したときに告示をもって通知に代えることができる場合を、納税者又は

特別徴収義務者を事前に特定することが困難である場合とした。（第６条関係）

⑵ 天災その他これに類する災害により事業用資産、住宅又は家財に損害を受けた者についての個人の事業税の減免

又は全額免除の対象を、当該天災その他これに類する災害により損害を受けた日の属する年度分の事業税額とする

こととした。（第39条関係）

⑶ 天災その他これに類する災害により損壊した自動車についての自動車税の減免の対象を当該天災その他これに類

する災害により損害を受けた日の属する年度分の自動車税額とすることとした。（第78条関係）

⑷ その他規定及び様式の整備

２ 施行期日

平成23年４月１日から施行することとした。

規 則

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第40号

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則

島根県県税条例施行規則（昭和51年島根県規則第16号）の一部を次のように改正する。

第６条中「一時的に納税義務が発生し、かつ」を削る。

第11条中「第53条第45項」を「第53条第40項」に改める。

第28条第１項中「第151条第２項」の次に「（同条第７項の規定により普通徴収の方法によることとされた場合を含

む。）」を加える。

第32条中「第53条第24項」を「第53条第19項」に改める。

第39条第１項中「限り、当該」の次に「天災その他これに類する災害により損害を受けた日の属する」を加え、「当該

天災その他これに類する災害の日以後に納期限の到来する」を削り、同条第２項中「の日以後に納期限の到来する当該」

を「により損害を受けた日の属する」に改める。

第44条第１項の表中「第73条の２第７項」を「第73条の２第６項」に、「同条第８項」を「同条第７項」に改める。

第78条中「被害」を「損害」に改め、「当該天災その他これに類する災害の日以後に納期限の到来する」を削る。

第27号様式その８を第27号様式その９とし、第27号様式その７を第27号様式その８とし、第27号様式その６を第27号様

式その７とし、第27号様式その５を第27号様式その６とし、第27号様式その４の次に次の１様式を加える。

号外第80号 島 根 県 報 平成23年３月31日
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（

第
2
8
条

関
係

）
第

2
7
号

様
式

そ
の

５

（
表

）

年
度

島
根

県
自

動
車

税
納

税
通

知
書

（
地

方
税

法
第

1
5
1
条

第
７

項
の

規
定

に
よ

る
場

合
）

年
度

年
度

所
管

〒

徴
収

番
号

様

登
録

番
号

島
根

右
記

の
金

額
を

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
て

く
だ

さ
い

。
税

額
円

納
期

限
年

月
日

年
月

日
県

民
セ

ン
タ

ー
所

長
印

１
課

税
の

根
拠

地
方

税
法

第
1
4
5
条

地
方

税
法

第
1
5
1
条

第
７

項

島
根

県
県

税
条

例
第

２
条

２
納

付
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か
っ

た
場

合
の

措
置

、
課

税
に

対
す

る
不

服
申

立
て

の
方

法
等

及
び

納
付

場

所
に

つ
い

て
は

、
裏

面
を

御
覧

く
だ

さ
い

。
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（

裏
）

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か
っ

た
場

合
の

措
置

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か
っ

た
場

合
に

は
、

督
促

及
び

滞
納

処
分

が
行

わ
れ

ま
す

。

、
、

地
方

税
法

第
1
5
1
条

第
７

項
の

規
定

に
よ

り
普

通
徴

収
の

方
法

に
よ

っ
て

自
動

車
税

を
徴

収
す

る
場

合
に

お
い

て
は

こ
の

納
税

通
知

書
を

発
し

た
日

の
翌

日
か

ら
納

付
の

日
ま

で
の

期
間

の
日

数
に

応
じ

そ
の

税
額

（
税

額
2
,
0
0
0
円

未
満

の
と

き
は

全
額

を
切

り
捨

て
、

税
額

2
,
0
0
0
円

以
上

の
と

き
は

1
,
0
0
0
円

未
満

の
端

数
を

切
り

捨
て

る
）

に
年

1
4
.
6
％

（
こ

の
納

税
通

知
書

を
発

し
た

日
の

翌
日

か
ら

納
期

。

限
ま

で
の

期
間

又
は

当
該

納
期

限
の

翌
日

か
ら

１
月

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

年
7
.
3
％

（
当

該
期

間
の

属
す

る
各

年
の

前
年

の
1
1
月

3
0
日

を
経

過
す

る
時

に
お

け
る

日
本

銀
行

法
第

1
5
条

第

１
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
る

商
業

手
形

の
基

準
割

引
率

に
年

４
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

が
年

7
.
3
％

の
割

合
に

満
た

な
い

場
合

は
、

当
該

商
業

手
形

の
基

準
割

引
率

に
年

４
％

の
割

合
を

加

算
し

た
割

合
）

の
割

合
を

乗
じ

て
計

算
し

た
金

額
の

延
滞

金
（

全
額

が
1
,
0
0
0
円

未
満

の
と

き
は

全
額

を
切

り
捨

て
、

全
額

が
1
,
0
0
0
円

以
上

で
1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
端

数
を

切
り

捨
て

る
）

）
。

を
加

算
し

て
納

付
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

課
税

に
対

す
る

不
服

申
立

て
の

方
法

等

こ
の

税
金

の
課

税
（

以
下

「
処

分
」

と
い

い
ま

す
）

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
こ

の
納

税
通

知
書

を
受

け
取

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

6
0
日

以
内

に
、

行
政

不
服

審
査

法
第

４
条

の
規

定
。

に
よ

り
、

知
事

に
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

審
査

請
求

書
は

、
２

通
を

な
る

べ
く

当
セ

ン
タ

ー
を

経
由

し
て

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

ま
た

、
こ

の
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

係
る

裁
決

の
送

達
を

受
け

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

か
月

以
内

に
島

根
県

を
被

告
と

し
て

（
島

根
県

知
事

が
被

告
の

代
表

と
な

り
ま

す
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

な
お

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
た

後
で

な
け

れ
ば

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

①
審

査
請

。

求
が

あ
っ

た
日

か
ら

３
か

月
を

経
過

し
て

も
裁

決
が

な
い

と
き

、
②

処
分

、
処

分
の

執
行

又
は

手
続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

、
③

そ
の

他
裁

決
を

経

な
い

こ
と

に
つ

き
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
は

、
裁

決
を

経
な

い
で

も
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

納
付

場
所

○
島

根
県

指
定

金
融

機
関

○
島

根
県

指
定

代
理

金
融

機
関

○
島

根
県

収
納

代
理

金
融

機
関

○
県

民
セ

ン
タ

ー
（

県
民

セ
ン

タ
ー

の
各

事
務

所
を

含
む

、
隠

岐
支

庁
。
）
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（
裏
）

こ
の
督

促
（
以
下

「
処
分
」
と

い
い
ま
す

。
）
に
つ
い

て
不
服
が

あ
る
と
き

は
、
こ
の

督
促
状
を

受
け
取
っ
た

日
の
翌
日

か
ら
起
算

し
て
6
0
日

を
経
過
す
る

日
又
は
差

押
え
に
係

る
通
知
を

受
け
た
日
（

そ

の
通

知
が

な
い

と
き

は
、

そ
の

差
押

え
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
0
日

を
経

過
し

た
日

の
う

ち
、

い
ず

れ
か

早
い

日
ま

で
に

、
行

政
不

服
審

査
法

第
４

条
の

規
定

に
よ

り
、

知

事
に

審
査

請
求
を
す

る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

審
査
請
求

書
は
、
２

通
を
な
る
べ

く
当
セ
ン

タ
ー
を
経

由
し
て
提

出
し
て
く

だ
さ
い
。

ま
た
、

こ
の
処
分

の
取
消
し
の

訴
え
は
、

前
記
の
審

査
請
求
に

係
る
裁
決
の

送
達
を
受

け
た
日
の

翌
日
か
ら

起
算
し
て

６
か
月
以
内

に
島
根
県

を
被
告
と

し
て
（
島

根
県
知
事
が

被
告
の
代

表
と
な
り

ま

す
。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

な
お

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
た

後
で

な
け

れ
ば

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

①
審

査
請

求
が

あ
っ

た
日
か
ら

３
か
月
を
経

過
し
て
も

裁
決
が
な

い
と
き
、

②
処
分
、
処

分
の
執
行

又
は
手
続

の
続
行
に

よ
り
生
ず

る
著
し
い
損

害
を
避
け

る
た
め
緊

急
の
必
要

が
あ
る
と
き

、
③
そ
の

他
裁
決
を

経

な
い

こ
と

に
つ

き
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
は

、
裁

決
を

経
な

い
で

も
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
た

だ
し

、
前

記
の

②
又

は
③

に
該

当
す

る
場

合
は

、
差

押
え

に
係

る
通

知

を
受

け
た

日
（
そ
の

通
知
が
な
い

と
き
は
、

そ
の
差
押

え
が
あ
っ

た
こ
と
を
知

っ
た
日
）

の
翌
日
か

ら
起
算
し

て
3
0
日
を

経
過
し
た
日

後
は
、
処

分
の
取
消

し
の
訴
え

を
提
起
す
る

こ
と
が
で

き
ま
せ
ん

。

延
滞

金
の

計
算

方
法

各
々
の

税
目
に
よ

り
、
下
記
の

当
該
期
間

の
日
数
に

応
じ
て
計

算
し
た
延
滞

金
を
納
め

て
く
だ
さ

い
。
た
だ

し
、
法
人

の
事
業
税
及

び
地
方
法

人
特
別
税

は
、
合
算

に
よ
り
計
算

し
て
く
だ

さ
い
。

（
注
）

１
次

の
⑴
か
ら
⑷

③
ま
で
の

年
7
.
3
％
の

割
合
は
、

当
該
期
間

の
属
す
る

各
年
の
前

年
の
1
1
月
3
0
日
を
経
過

す
る
時
に

お
け
る
日

本
銀
行
法
第

1
5
条
第
１

項
第
１
号

の
規
定
に

よ
り
定
め
ら

れ

る
商

業
手

形
の

基
準

割
引

率
に

年
４

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
が

年
7
.
3
％

の
割

合
に

満
た

な
い

場
合

は
当

該
商

業
手

形
の

基
準

割
引

率
に

年
４

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
に

な
り

ま

す
。

２
不

足
税

額
に

1
,
0
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
て

計
算

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

不
足

税
額

の
全

額
が

税
額

2
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
延

滞
金

を
計

算
す
る
必
要

は
あ
り
ま

せ
ん
。

３
延

滞
金

に
1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

延
滞

金
の

全
額

が
1
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
延

滞
金

を
納

付
す

る
必
要

は
あ

り
ま

せ
ん
。

⑴
個

人
の
事
業

税
・
不
動
産

取
得
税
・

鉱
区
税

１
か

月
納
期

限
の
翌
日

税
金
完
納

の
日

年
7
.
3
％

年
1
4
.
6
％

⑵
自

動
車
税

①
普
通
徴
収

の
方
法
に
よ

る
場
合
（

②
を
除
く

。
）

１
か

月
納
期

限
の
翌
日

税
金
完
納

の
日

年
7
.
3
％

年
1
4
.
6
％

②
法
第
1
5
1
条

第
７
項
の

規
定
に
よ

る
普
通
徴
収

の
方
法
に

よ
る
場
合

１
か
月

納
税
通
知
書

税
金
完

納
の
日

発
送
の
翌
日

年
7
.
3
％

年
1
4
.
6
％

納
期
限

の
翌
日

⑶
県

民
税
利
子

割
・
ゴ
ル
フ

場
利
用
税

・
軽
油
引

取
税

・
産

業
廃
棄
物
減

量
税
・
核

燃
料
税

①
申
告
の
場

合

１
か

月
申
告
納
入

（
納
付
）

税
金
完
納

の
日

期
限
の
翌

日
年

7
.
3
％

年
1
4
.
6
％

②
更
正
又
は

決
定
の
場
合
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１

か
月

申
告
納

入
（
納
付

）
税
金
完

納
の
日

期
限
の

翌
日

年
7
.
3
％

年
1
4
.
6
％

更
正
又
は
決
定

の
納
期
限

の
翌
日

⑷
法

人
の
県
民

税
・
法
人
の

事
業
税
・

地
方
法
人

特
別
税
・

県
た
ば
こ
税

・
自
動
車

取
得
税

①
期
限
内
申

告
の
場
合

１
か

月
申
告
納
入

（
納
付
）

税
金
完
納

の
日

期
限
の
翌

日
年

7
.
3
％

年
1
4
.
6
％

②
期
限
後
申

告
又
は
修
正

申
告
の
場

合

１
か
月

申
告
納

入
（
納
付

）
税
金
完

納
の
日

期
限
の

翌
日

年
7
.
3
％

年
1
4
.
6
％

申
告
日
又
は

修
正
申
告

期
限

の
い
ず
れ
か

遅
い
日
の

翌
日

③
更
正
又
は

決
定
の
場
合

１
か
月

申
告
納

入
（
納
付

）
税
金
完

納
の
日

期
限
の

翌
日

年
7
.
3
％

年
1
4
.
6
％

更
正
又
は
決
定

の
納
期
限

の
翌
日

④
法
人
の
県

民
税
・
法
人

の
事
業
税

・
地
方
法

人
特
別
税

の
特
例

ア
会

計
監

査
人

の
監

査
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

な
ど

の
た

め
申

告
期

限
の

延
長

を
受

け
て

い
る

場
合

に
は

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

終
了

の
日

後
２

か
月

を
経

過
し

た
日

か
ら

納

期
限
ま
で

の
期
間
の
日

数
に
応
じ

て
次
の
割

合
で
計
算

し
た
延
滞
金

を
加
算
し

て
く
だ
さ

い
。

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

終
了

の
日

後
２

か
月

を
経

過
す

る
日

に
お

け
る

商
業

手
形

の
基

準
割

引
率

が
、

年
5
.
5
％

以
下

で
あ

る
場

合
は

、
年

7
.
3
％

の
割

合
（
当

該
期
間

の
属

す
る

各
年

の
前

年
の

1
1
月

3
0
日

を
経

過
す

る
時

に
お

け
る

商
業

手
形

の
基

準
割

引
率

に
年

４
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

）
、

年
5
.
5
％

を
超

え
る

場
合

は
、

年
1
2
.
7
7
5
％

の
割

合
の

範
囲

内
で

次
の

方
式

に

よ
り
計
算

し
た
割
合

（
事
業

年
度
又
は

連
結
事
業

年
度
終
了

の
日
後
２
か

月
を
経
過

す
る
日
に

お
け
る
基

準
割
引
率
）

－
5
.
5
％

7
.
3
％

＋
0
.
7
3
％

×
0
.
2
5
％

イ
修

正
申

告
又

は
更

正
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

修
正

申
告

が
そ

の
本

来
の

申
告

書
提

出
期

限
若

し
く

は
申

告
日

の
い

ず
れ

か
遅

い
日

か
ら

１
年

を
経

過
し

た
日

後
に

提
出

さ
れ

て
い

る
と

き

は
、

当
該

１
年

を
経

過
し

た
日

か
ら

当
該

修
正

申
告

書
を

提
出

し
た

日
若

し
く

は
修

正
申

告
期

限
の

い
ず

れ
か

遅
い

日
ま

で
の

期
間

又
は

更
正

の
通

知
を

し
た

日
が

申
告

書
本

来
の

提
出

期
限

若

し
く

は
申

告
日

の
い

ず
れ

か
遅

い
日

か
ら

１
年

を
経

過
し

た
日

後
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

１
年

を
経

過
し

た
日

か
ら

当
該

通
知

を
し

た
日

（
法

人
税

に
係

る
修

正
申

告
書

を
提

出
し

、
又

は
法

人

税
に
係
る

更
正
若
し
く

は
決
定
が

さ
れ
た
こ

と
(
連
結
子

法
人
の
場

合
に
あ
っ

て
は
、
連

結
親
法
人
が

法
人
税
に

係
る
修
正

申
告
書
を

提
出
し
、
又

は
法
人
税

に
係
る
更

正
若
し
く

は
決
定
を
受

け

た
こ
と
)
に

よ
る
も
の

は
当
該
修

正
申
告
書
を

提
出
し
た

日
又
は
国

の
税
務
官

署
が
更
正

若
し
く
は
決

定
の
通
知

を
し
た
日

）
ま
で
の

期
間
は
、
延

滞
金
の
計

算
の
基
礎

と
な
る
期

間
か
ら
控
除

し

て
く
だ
さ

い
。

た
だ

し
、

詐
偽

そ
の

他
不

正
の

行
為

に
よ

り
税

金
を

免
れ

更
正

が
あ

っ
た

場
合

又
は

そ
の

税
金

を
免

れ
た

法
人

が
、

国
若

し
く

は
県

の
調

査
に

よ
り

更
正

が
あ

る
こ

と
を

予
知

し
て

修
正

申
告

書
を
提
出

し
た
場
合
は

、
控
除
さ

れ
ま
せ
ん

。
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第30号様式を次のように改める。
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 （第28条関係）第30号様式
（表）

法 人 設 立
届 出 書

事 務 所 等 設 置

本店所在地

電 話 番 号 （ ） －
年 月 日

（ふりがな）

法 人 名

代表者住所

県民センター所長 様
（ふりがな）

,
代表者氏名

設立（設置）年月日 年 月 日（登記年月日 年 月 日）

資本金額又は出資金額 円

資 本 金 等 の 額
資本積立金額又は連結

円
個別資本積立金額

事 業 年 度 月 日から 月 日まで

連 結 事 業 年 度 月 日から 月 日まで

事業の種類及び主要生

産（取扱）品

名 称

島根県内の主たる事務
所 在 地

所等の名称及び所在地

電話番号 （ ） －

その他島根県内の従た 名 称 所 在 地

る事務所等の名称及び

所在地

島根県以外に事務所等

（本店を含む ）を有。

する都道府県数

法人税における連結納 連結親法人の名称及び本店所在地
有 ・ 無

税の承認の有無

年 月 日から 事業年度又は
申告期限延長の有無 有 の から 月 ・ 無

年 月 日まで 連結事業年度

氏 名 電話番号 （ ） －

関 与 税 理 士

住 所

名 称
申告書送付先名称及び

所在地
所 在 地

一般社団法人又は一般
非 営 利 型 法 人 ・ 非営利型法人以外の法人

財団法人である場合

公益法人等である場合 収 益 事 業 を 行 う ・ 収益事業を行わない

※参考事項 個人から法人組織とした場合に記入してください。

事業主名 住 所
個人当時の事業主名及

び住所等
個人事業税廃止年月日 年 月 日

摘 要

備考 この届出書には、定款、寄附行為、規則等及び登記事項証明書又はそれらの写しを添付してください。
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 （裏）
記載要領

１ 「設立（設置）年月日」欄は、設立の場合にあっては登記簿に記載されている登記年月日を、設置の場合にあっ

ては島根県内に事務所等を設置した年月日を記載してください。

２ 「連結事業年度」欄は、法人税法第２条第12号の７の２に規定する連結親法人の事業年度開始の日からその終了

の日までの期間を記載してください。

３ 「事業の種類及び主要生産（取扱）品」欄は、事業の種類、主要生産（取扱）品を具体的に記載してください。

なお、２以上の事業を行う場合は主たる事業を記載してください。

「 」 、 。４ 島根県内の主たる事務所等の名称及び所在地 欄は 島根県外に本店の所在する法人のみが記載してください

５ 「その他島根県内の従たる事務所等の名称及び所在地」欄は、島根県内に本店が所在する法人にあっては本店以

外に事務所等を有する場合に、島根県外に本店の所在する法人にあっては上記４以外に事務所等を有する場合に記

載してください。

「 」 、 、６ 法人税における連結納税の承認の有無 欄は 法人税法第２条第12号の７の４に規定する連結法人にあっては

有に○印を付してください。なお、当該法人が同法第２条第12号の７の３に規定する連結子法人である場合には、

連結親法人の名称及び本店所在地を記載してください。

７ 「申告期限延長の有無」欄は、島根県外に本店の所在する法人が島根県内に事務所等を設置した場合において、

既に地方税法第72条の25第３項（同法第72条の28第２項において準用する場合を含む ）及び法人税法第75条の２第。

１項（同法第145条第１項において準用する場合を含む ）又は地方税法第72条の25第５項（同法第72条の28第２項。

において準用する場合を含む ）及び法人税法第81条の24第１項の規定により申告書の提出期限の延長の承認を受け。

ている場合にあっては有に○印を付して、延長された最初の事業年度又は連結事業年度及び延長月数を記載してく

ださい。

８ 「申告書送付先名称及び所在地」欄は、申告書の送付を本店以外の場所で受けようとする場合に記載してくださ

い。

９ 「一般社団法人又は一般財団法人である場合」欄は、法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人である

のかどうかについて該当するものに○印を付してください。

10 「公益法人等である場合」欄は、地方税法第24条第５項に規定する公益法人等で、収益事業を行っているのかど

うかについて該当するものに○印を付してください。なお、収益事業とは、地方税法施行令第７条の４に規定する

事業をいいます。

 
10



号外第80号 島 根 県 報 平成23年３月31日

第68号様式その１表面中「氏 名（名 称）」を「氏 名（名 称）」に改める。
ふ り が な

第97号様式を次のように改める。
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 （第44条関係）第97号様式

（表）

不動産取得税に係る家屋附帯設備価額減額申出（還付申請）書

申 住 所 又 は
年 月 日

申 所 在 地

出 請

者 氏 名 又 は
,

県民センター所長 様 者 名 称
（電話 ）

所 在 地

家 家 屋 番 号

用 途

構 造

延 床 面 積 平方メートル
屋

取 得 年 月 日 年 月 日

課 総 額 ① 千円

税
附帯設備の取得者の

標 所有に属する部分の 千円
価額 ②

準
申出者（申請者）の

額 所有に属する部分の 千円
価額（①－②） ③

税 総額（①×税率）④ 円

附帯設備の取得者の
所有に属する部分の 円
税額（②×税率）⑤

申出者（申請者）の
額 所有に属する部分の 円

税額（④－⑤） ⑥

減額される額（⑤の税額） 円

既に納付した税額 ⑦
円

徴収番号 第 号
納付年月日 年 月 日

還付（充当）される額
（⑦－⑥）

円
⑦の額が⑥の額より多い
場合に記載してください。
この申出（申請）の後、
申出者（申請者）が納付
すべき税額（⑥－⑦） 円
⑥の額が⑦の額より多い
場合に記載してください。

備考 １ この申出（還付申請）書は、地方税法第73条の２第６項後段の規定による申出又は同条第７項の規定に
よる還付の申請をする場合に提出してください。

２ 裏面には、附帯設備の取得者に関する事項について、それぞれ個別に記載してください。

３ ②の欄の価額は、裏面の「所有に属する部分の価額」の合計額を記載してください。
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 （裏）

附 帯 設 備 の 取 得 者

,住所又は所在地 氏名又は名称 所有に属する部分の価額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

合 計 千円

備考 １ この裏面は、附帯設備の取得者と協議した結果に基づき記載してください。

２ 附帯設備の取得者の所有に属する部分の価額が免税点（23万円）に満たないものについては、その価額
は主体構造部の取得者の所有に属する部分の価額に含まれることになるので、この裏面に記載する必要は
ありません。
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号外第80号 島 根 県 報 平成23年３月31日

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の島根県県税条例施行規則第39条及び第78条の規定は、平成22年度以後の年度分の事業税及び

自動車税について適用し、平成21年度分までの事業税及び自動車税については、なお従前の例による。

３ この規則による改正前の島根県県税条例施行規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもの

のうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

告 示

島根県告示第257号

島根県県税条例（昭和51年島根県条例第10号）第４条第２項の規定により、課税地を次のように変更したので、島根県

県税条例施行規則（昭和51年島根県規則第16号）第６条ただし書の規定により告示する。

平成23年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

課税地 島根運輸支局の所在地

管轄庁 東部県民センター

課税地を変 自動車税（地方税法（昭和25年法律第226号）第151条第７項の規定により普通徴収の方法により徴収す

更した税目 る場合に限る。）

課税地を変 地方税法第152条第１項の規定により申告書又は報告書を提出しなかった自動車税の納税義務者に対し

更した理由 て、普通徴収の方法によって自動車税を徴収する必要があるため。
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